
　
　
　
第
”
ム
ハ
娠
恥
　
　
研
　
　
究
　
　
　
版
籍
塞
」
怨
雌
始
末
の
研
　
究
（
下
）

聡
す
べ
く
支
那
の
郡
縣
制
度
ご
は
多
少
の
異
同
あ
る
も
の

な
り
Q

　
五
部
の
各
部
の
組
織
に
就
き
て
は
各
部
に
大
人
あ
う
し

事
の
外
明
な
ら
ぎ
る
を
遺
憾
こ
す
。

　
如
上
の
考
量
に
し
て
誤
謬
な
か
ら
ん
に
は
章
懐
太
子
の

後
漢
書
註
に
高
句
麗
の
古
の
五
族
を
以
て
其
當
代
の
五
部

に
配
當
せ
し
は
誤
謬
な
り
。
然
b
ご
錐
若
し
或
る
時
代
に

於
て
一
定
の
奮
部
族
の
貴
人
は
一
定
の
新
部
別
の
内
に
編

入
せ
し
が
如
き
事
あ
り
し
ご
す
れ
ば
此
の
註
は
此
の
黙
に

　
　
　
　
　
　
鎮
三
脚
　
　
　
　
ゐ
ハ
ニ
　
（
三
入
六
）

於
て
幾
分
の
眞
を
傳
ふ
る
も
の
な
）
o

　
本
篇
に
於
て
は
言
語
に
就
て
説
け
る
も
の
多
し
。
余
は

　
朝
鮮
語
の
知
識
に
淺
薄
に
し
て
言
語
學
に
於
て
は
全
然

　
無
知
識
な
う
。
言
語
を
説
く
の
資
格
を
全
く
短
く
も
の

　
な
う
。
而
も
之
を
説
き
し
は
唯
参
考
に
供
せ
ん
が
爲
め

　
の
み
。
本
論
旨
の
根
底
ご
な
す
も
の
に
非
る
也
。
其
の

　
無
稽
誤
謬
の
故
を
以
て
本
論
旨
を
棄
て
ら
れ
ざ
ら
ん
事

　
を
望
む
。
層

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
年
五
月
二
十
四
日
）

版
籍
奉
還
始
末
の
研
究

（
下
）

1露）

姫
路
藩
の
版
籍
奉
還
建
議
ε
締
旧
臣
交

薩
長
土
肥
四
藩
の
版
籍
奉
還
上
表
の
約
二
ヶ
月
前
即
ち

澤

田

章

元
年
十
一
月
頃
姫
路
藩
よ
り
版
籍
奉
還
の
建
議
を
朝
莚
に

差
回
し
だ
○
こ
の
事
に
就
き
て
は
種
々
の
説
が
あ
る
。
先

づ
こ
の
姫
路
藩
の
版
籍
奉
還
建
議
ε
伊
藤
博
交
こ
の
關
係



か
ら
一
言
し
た
い
ご
思
ふ
。
『
孝
子
伊
藤
公
」
に
は
左
の
記

事
が
あ
る
。

　
十
一
月
二
入
り
播
州
姫
路
藩
ノ
酒
非
氏
が
其
藩
ノ
土
地
入
民
ラ

　
朝
廷
二
奉
還
セ
ン
コ
ト
ヲ
出
願
シ
タ
、
伊
藤
ハ
兵
鷹
縣
知
事
デ

　
ァ
リ
兵
庫
ハ
姫
路
ノ
接
近
地
デ
ア
ル
｝
云
フ
勢
望
ラ
ナ
ル
ベ
シ

　
其
願
鵬
融
ロ
バ
臨
空
陣
二
鰯
脇
ン
’
ア
朝
廷
二
言
シ
タ
、
　
此
幽
幽
腿
ノ
潤
勤
機
二

　
付
テ
ハ
姫
路
藩
内
二
種
々
ノ
事
惰
ノ
ァ
ツ
タ
慮
カ
ラ
趨
ツ
テ
ハ

　
居
ル
ガ
、
伊
藤
ハ
一
時
内
部
ノ
事
憐
ハ
知
ラ
ズ
、
知
ッ
テ
モ
表

　
面
ハ
節
何
ニ
モ
立
派
デ
ア
ル
・
　
ソ
コ
デ
伊
藤
ハ
此
機
逸
ス
ベ
カ

ラ
ズ
ト
ナ
シ
テ
朝
廷
二
三
書
シ
テ
直
二
之
ラ
鼎
納
シ
諸
藩
ラ
シ

　
テ
之
二
三
ハ
シ
メ
ン
ト
歓
ス
ル
ノ
意
見
ヲ
述
べ
タ
、

　
上
書
文
ノ
塾
頭
ニ
ハ
夢
路
ノ
罫
書
ト
ア
ル
モ
姫
路
ノ
出
願
ハ
最
初
伊

　
藤
ノ
髭
こ
持
來
リ
タ
ル
こ
畑
…
遽
ナ
シ
ト
聞
ク
、

　
之
に
謝
れ
ば
、
姫
路
藩
の
建
議
は
兵
庫
縣
知
事
た
る
伊

藤
に
依
頼
し
て
朝
廷
に
差
出
し
た
も
の
だ
ご
あ
る
。
而
し

て
伊
藤
に
之
を
依
頼
し
た
る
理
由
は
兵
庫
が
姫
路
の
接
近

地
で
あ
る
ビ
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
吾
入
は
此
説
に
首
肯
し

か
ね
る
の
で
あ
る
。
寧
ろ
姫
路
藩
は
曇
に
一
時
藩
務
を
暴

　
　
　
駕
躍
轟
ハ
癒
哲
　
　
研
　
　
究
　
　
　
版
餓
醐
奉
・
瀞
…
仙
翔
末
の
研
究
（
下
）

げ
て
兵
庫
裁
鋼
所
に
於
て
繋
心
し
た
關
係
に
由
る
も
の
こ

見
る
方
が
ま
だ
幾
分
の
意
議
が
あ
お
。
若
し
此
前
、
事
實

姫
路
藩
の
建
議
な
る
も
の
が
伊
藤
の
手
を
経
だ
も
の
こ
せ

ば
、
伊
藤
は
今
少
し
こ
の
建
議
の
内
容
を
知
悉
し
で
居
る

べ
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に
右
の
姫
路
藩
の
建
議
の
虚
置
に

讃
し
て
、
伊
藤
の
朝
廷
へ
差
出
し
だ
る
意
見
書
な
る
も
の
．

は
、
其
建
議
の
内
容
を
順
々
知
ら
な
い
で
書
い
た
も
の
で

あ
る
こ
ご
は
一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。
伊
藤
の
意
見
書
の

三
頭
に
「
臣
頃
日
篇
に
回
路
旧
説
を
傳
聞
す
る
に
、
姫
路

侯
書
を
天
朝
に
奉
り
肖
家
の
政
権
領
地
暴
て
是
を
奉
還
せ

ん
こ
ご
を
請
ふ
ε
、
臣
未
だ
其
事
實
を
詳
に
す
る
能
は
す

ご
難
、
之
を
聞
て
眼
鏡
に
堪
へ
す
、
翻
し
其
事
を
し
て
果

し
て
實
な
ら
し
め
ば
、
皇
國
の
幸
易
ぞ
之
に
如
か
ん
」
ご

あ
る
の
は
彼
の
赤
裸
々
た
る
告
白
で
あ
る
。
決
し
で
文
飾

で
も
な
け
れ
ば
、
又
わ
ざ
ご
風
聞
に
假
託
し
だ
も
の
で
も

な
虐
ご
思
ふ
。
「
孝
子
伊
藤
公
」
の
著
者
た
る
末
松
子
は
伊

藤
の
意
見
書
の
胃
頭
に
帰
野
路
の
説
云
々
ε
あ
る
も
姫
路

　
　
　
　
　
　
循
〃
三
腱
釧
　
　
　
山
ハ
三
　
　
（
三
入
七
）



　
　
　
第
六
号
　
研
究
　
版
籍
瀞
還
始
宋
の
研
究
（
下
）

藩
の
建
議
は
最
初
撰
藤
の
許
に
持
越
し
て
朝
廷
へ
出
し
た

も
の
に
相
蓬
な
し
ご
聞
く
ご
言
っ
て
、
繰
り
返
し
力
説
せ

ら
れ
て
居
る
が
、
末
松
子
自
か
ら
も
姫
路
藩
建
議
の
内
容

を
御
三
如
で
な
い
ざ
み
え
て
、
本
文
に
は
「
酒
井
氏
が
二

尉
の
土
地
入
民
を
朝
廷
に
奉
還
せ
ん
こ
ご
を
出
願
し
た
」

ご
あ
る
。
け
れ
ざ
も
事
實
姫
路
藩
の
建
議
は
霞
家
の
政
椹

領
地
を
重
て
奉
還
せ
ん
こ
い
ふ
の
で
も
な
け
れ
ば
、
其
藩

の
土
地
入
域
を
朝
廷
に
御
引
上
を
講
ふ
ご
い
ふ
の
で
も
な

い
。
書
は
“
版
籍
奉
還
の
一
般
論
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

乃
ち
其
建
議
文
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

’
　
｝
土
・
玖
御
一
新
之
㎞
御
璽
摘
…
、
皇
㎝
國
伽
二
膿
騨
、
朝
任
飼
列
｝
瀬
氣
m
豚
細
躍
週
シ

　
不
串
候
孚
卜
者
、
御
成
功
二
茂
被
爲
及
兼
候
御
勤
與
、
乍
恐
奉
存

　
候
、
就
而
者
転
回
正
野
御
制
度
画
影
者
、
府
縣
考
自
ラ
貫
通
仕
候

　
得
共
、
藩
三
儀
者
藩
々
家
法
職
制
等
魑
々
二
蒲
自
然
隔
絶
仕
、
府

　
藩
縣
三
治
一
致
二
三
シ
兼
候
旧
弊
與
奉
存
三
二
付
、
何
卒
藩
之

　
名
酒
テ
御
三
、
都
而
是
迄
之
府
一
一
一
般
同
一
二
三
成
、
”
其
上
官

　
之
者
ハ
滲
朝
ラ
茂
被
免
、
太
事
件
者
伺
之
上
裁
決
シ
、
定
例
等
之

　
．
儀
者
便
宜
取
扱
増
齢
湘
…
成
候
得
者
、
自
難
御
棚
意
皇
國
中
ぐ
貫

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
六
四
　
（
三
入
八
）

　
徹
仕
、
中
興
之
御
盛
業
被
爲
塗
候
御
揃
二
茂
箱
蓮
ヒ
可
串
哉
輿

　
傘
恐
持
存
戦
塵
付
、
不
顧
忌
誰
、
此
段
奉
妄
言
候
、
誠
恐
誠
憧
、

版
籍
泰
還
、
磨
亭
亭
縣
の
必
要
は
夙
に
伊
藤
等
の
唱
導
す

る
所
で
あ
る
。
又
木
戸
の
如
き
は
既
に
元
年
二
月
之
に
間

す
る
建
議
を
朝
廷
に
差
寓
し
て
居
る
◎
姫
路
藩
を
以
て
卒

先
建
議
な
ざ
ざ
言
ひ
得
べ
き
も
の
で
な
い
。
随
っ
て
當
時

伊
藤
が
姻
路
藩
建
議
の
内
容
を
事
實
知
っ
て
居
π
も
の
ε

せ
ば
、
こ
の
建
議
の
下
司
に
質
す
る
意
見
書
を
朝
廷
に
差

出
　
す
こ
ご
は
必
ず
無
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
罵
り
に
癬
藤

は
姫
路
藩
建
議
の
内
容
を
知
り
つ
、
も
、
態
ε
風
聞
に
假

託
し
、
眞
に
其
版
籍
を
墨
て
奉
還
せ
る
も
の
、
如
く
し
て

彼
の
意
調
書
を
朝
廷
に
差
出
π
も
の
こ
す
れ
ば
、
是
れ
自

か
ら
を
歎
き
、
併
せ
て
朝
廷
を
欺
く
も
の
で
あ
る
。
加
之

な
ら
す
折
角
の
堂
々
た
る
長
嘆
の
意
見
も
的
な
き
に
矢
を

放
つ
ε
一
般
、
何
等
の
効
な
き
事
で
み
る
。
早
速
姫
路
侯

の
願
を
許
し
、
侯
を
公
卿
の
列
に
撫
へ
、
鋭
匙
を
進
め
、

俸
隷
を
與
へ
、
且
優
詔
を
下
し
賜
は
る
べ
し
な
ざ
ビ
論
じ



た
ご
こ
ろ
で
全
く
無
意
義
で
は
な
い
か
Q
伊
藤
の
聰
明
か

く
の
如
き
愚
を
な
す
も
の
な
ら
ん
や
で
あ
る
Q
此
一
事
を

以
て
考
ふ
る
も
姫
路
藩
の
建
議
は
伊
藤
の
手
を
経
て
朝
廷

に
差
出
し
た
も
の
で
な
い
こ
ご
は
断
言
し
得
る
ご
思
ふ
。

當
時
伊
藤
は
事
實
縣
選
一
建
議
の
事
を
傳
聞
し
、
眞
に
其

版
籍
を
奉
還
す
る
も
の
こ
思
惟
し
、
之
を
信
じ
た
る
結
果
、

兼
ね
て
自
家
の
宿
論
が
漸
く
實
現
す
る
の
機
至
れ
b
ビ
し

此
際
之
を
利
用
し
て
汎
く
版
籍
奉
還
の
氣
蓮
を
喚
起
せ
ん

ご
す
る
憂
國
の
志
が
一
篇
の
意
見
書
こ
な
っ
た
の
で
あ

る
〇

　
一
説
に
影
藤
の
意
見
書
は
姫
路
藩
が
第
二
回
の
建
議
を

朝
廷
に
差
毘
し
た
後
で
あ
ら
ふ
ご
云
ふ
の
が
あ
る
。
之
も

徐
り
取
る
に
足
り
な
い
説
で
あ
ら
う
ビ
思
ふ
。
乃
ち
朝
廷

に
於
て
は
右
の
姫
路
藩
の
建
議
に
諾
し
、
爾
一
履
詳
細
に

其
趣
意
を
書
出
す
べ
し
指
命
せ
ら
れ
だ
が
爲
に
、
姫
路

藩
に
於
て
は
同
年
十
二
月
第
二
同
の
建
議
を
朝
廷
に
差
出

し
た
。
そ
の
建
議
文
は
左
の
麺
り
で
あ
る
Q

　
　
　
第
晶
ハ
稔
　
　
　
研
叫
　
究
　
　
　
版
繕
二
選
仙
思
置
小
の
研
り
究
（
下
）

　
府
藩
駕
御
制
度
之
儀
二
付
不
顧
調
号
不
敬
鄙
存
之
趣
献
言
仕

　
候
庭
、
猫
一
暦
細
密
串
上
裳
様
御
沙
汰
二
付
髪
二
奉
申
上
候

府
縣
之
蕨
者
朝
廷
ヨ
リ
諸
藩
人
材
御
鼓
擢
エ
而
、
上
等
官
二
者

夫
々
宜
位
等
賜
リ
、
專
任
仕
丁
儀
、
別
而
府
吃
驚
者
、
堂
上
御
任

職
二
成
候
儀
芝
付
下
情
等
｝
々
上
通
仕
、
自
然
皇
意
貫
徹
仕
候

得
共
、
藩
之
儀
者
自
ラ
其
藩
々
奮
格
職
制
等
匿
々
之
上
、
地
方

ニ
ヨ
リ
京
師
ヨ
リ
百
里
二
百
里
或
ハ
三
四
百
黒
茂
隔
旧
記
二
付

三
布
三
筋
三
者
相
蓬
両
得
共
、
何
分
遽
阪
三
郷
三
儀
二
三
、
風
俗

等
一
調
ニ
テ
兎
角
朝
廷
之
御
情
意
通
ジ
兼
小
勢
茂
有
之
候
、
是

全
土
地
之
儀
者
朝
廷
ヨ
リ
御
預
リ
申
居
候
二
不
心
付
、
銘
々
我

土
地
與
存
居
候
奮
習
之
心
得
蓮
ヒ
有
之
候
放
、
自
然
朝
廷
列
藩

之
聞
隔
絶
之
弊
習
茂
相
生
シ
可
毒
酒
二
尊
恐
奉
存
候
、
右
二
付

今
般
御
一
新
ノ
廉
ラ
以
、
　
馴
旦
土
地
御
引
上
二
相
成
改
テ
御
預

ケ
輿
申
沙
汰
二
相
成
、
藩
ノ
名
構
御
改
二
江
府
縣
輿
被
成
、
串
回

覧
無
之
候
得
共
余
而
御
布
告
之
麺
、
門
閥
二
不
拘
、
人
材
無
比
任

纂
仕
、
其
執
政
参
政
三
者
、
輪
番
二
而
京
師
へ
相
卜
居
、
時
宜
ニ

ヨ
リ
三
位
等
茂
賜
リ
、
大
事
件
者
参
朝
之
上
枳
伺
、
裁
決
仕
候
様

相
成
候
ハ
．
・
皇
領
之
府
縣
與
岡
一
望
二
二
成
、
自
然
御
情
意
皇

國
中
二
欝
徹
仕
、
乍
恐
中
興
之
御
偉
業
謹
辞
逡
候
御
忌
茂
二
粗

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
心
五
　
（
三
入
九
）



　
　
　
餓
剛
口
輪
巻
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
版
籍
奉
慧
始
末
の
研
…
究
（
下
）

　
蓮
ヒ
聖
霊
哉
二
等
存
候
二
付
、
不
為
直
島
此
段
早
書
獄
言
仕
候

　
誠
恐
誠
纏
、

　
右
の
建
議
文
に
よ
っ
て
も
姫
路
藩
が
其
版
籍
を
暴
げ
て

奉
還
す
る
写
声
は
な
い
。
只
藩
の
名
を
改
め
て
府
縣
ε
同

一
軌
に
し
維
新
の
鴻
業
を
途
げ
ら
れ
だ
い
ご
云
ふ
意
見
に

止
ま
る
の
で
あ
．
つ
て
、
第
一
同
の
建
議
ε
大
差
な
い
の
で

あ
る
。
さ
れ
ば
僻
藤
の
意
見
書
は
第
二
同
の
建
議
後
こ
し

て
も
、
如
上
の
論
襟
に
何
等
支
障
矛
盾
を
点
す
こ
ご
は
な

い
が
、
先
づ
姫
路
藩
が
最
初
建
議
を
朝
廷
に
差
出
し
た
時

を
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
乃
ち
元
年
十
一
月
は
御
東
幸

中
で
岩
倉
三
士
西
郷
を
始
め
、
木
戸
大
久
保
等
要
路
の
入

々
は
皆
東
京
に
滞
在
中
の
時
で
あ
る
。
姫
路
藩
の
建
議
は

十
一
月
上
旬
か
中
旬
か
下
旬
か
鋼
然
し
な
い
、
滞
り
に
上

旬
頃
こ
い
ふ
説
に
從
ふ
ご
し
て
も
、
こ
の
建
議
は
京
都
の

太
政
官
に
差
出
し
た
も
の
に
相
違
な
い
か
ら
、
こ
れ
が
一

旦
東
京
へ
も
同
達
せ
ら
れ
て
か
ら
、
そ
の
指
令
・
に
接
す
る

迄
に
は
飴
程
の
日
数
を
要
し
π
こ
ビ
、
思
ふ
。
京
都
の
留

　
　
　
　
　
　
盤
謝
三
搬
　
　
　
　
山
一
山
ハ
　
（
三
九
〇
）

守
官
で
直
に
虚
慰
す
る
こ
い
ふ
や
う
な
問
題
ご
、
其
性
質

を
異
に
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
容
易
の
も
の
で
な
か
っ
た
に

相
違
な
い
Q
そ
れ
故
こ
の
建
議
の
指
命
は
早
く
ざ
も
十
二

月
に
入
っ
て
か
ら
下
つ
セ
も
の
で
・
6
0
ら
う
ε
思
ふ
。
事
に

よ
る
ε
、
十
二
月
も
八
日
に
は
車
駕
東
京
を
螢
し
て
西
還

あ
ら
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
か
ら
、
或
は
同
月

二
十
二
日
京
都
に
着
螢
後
に
煮
て
指
命
が
下
り
、
第
二
同

の
建
議
は
十
二
月
越
籐
程
押
迫
っ
て
差
臨
さ
れ
た
も
の
で

な
い
か
ε
想
像
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
然
る
に
エ
街
灯
藤

の
意
見
書
に
「
今
將
に
東
北
之
賊
李
定
に
芳
し
二
業
庫
に

納
ら
ん
ご
欲
す
る
の
時
に
至
て
」
な
ご
、
あ
る
文
句
ご
史

談
ご
に
慷
っ
て
考
へ
る
ビ
、
伊
藤
の
意
見
書
を
朝
廷
に
差

出
し
だ
の
は
、
十
一
月
頃
ご
見
る
が
最
も
早
春
な
る
や
う

に
思
ふ
。
十
二
月
に
入
っ
て
か
ら
こ
し
て
も
、
姫
路
藩
最

初
の
建
議
の
指
令
以
前
で
あ
っ
て
、
第
二
回
建
議
の
後
こ

す
る
説
に
は
何
こ
な
ぐ
首
肯
し
か
ぬ
る
黙
が
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
右
の
姫
路
藩
第
二
同
の
建
議
に
饗
し
て
、



は
、
朝
廷
に
於
て
何
等
の
指
命
が
な
か
つ
だ
。
而
し
て
二

年
正
月
薩
長
土
肥
四
藩
が
版
籍
奉
還
の
上
表
を
な
す
に
及

ん
で
、
之
に
黒
し
て
は
早
蓮
嘉
納
せ
ら
る
、
旨
の
指
命
が

あ
っ
π
。
是
に
於
て
姫
路
藩
に
あ
っ
て
は
、
心
月
二
十
入

日
我
が
藩
の
建
言
ご
同
標
の
趣
旨
を
建
言
せ
る
他
藩
の
建

言
を
御
採
用
に
な
る
な
ら
ば
、
我
藩
に
も
同
標
の
御
沙
汰

を
蒙
）
π
い
ご
い
ふ
箱
詰
獣
的
の
懇
願
書
を
太
政
官
に
差

出
し
た
Q
乃
ち
其
文
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
昨
冬
中
府
藩
縣
之
儀
二
流
不
良
忌
野
獣
言
仕
候
塵
、
猫
一
」
暦
細

　
密
計
申
叡
旨
御
沙
汰
二
付
、
不
顧
慮
存
縷
々
弘
誓
症
候
、
然
塵
先

　
頃
來
同
誌
之
旨
趣
獄
雷
仕
候
抑
々
茂
往
々
有
之
趣
傳
承
仕
候
、

　
右
藩
々
釣
虻
之
旨
趣
御
探
用
二
相
成
候
笛
ハ
、
奉
申
上
候
二
二

　
不
三
儀
三
者
奉
三
三
得
共
、
同
様
之
御
沙
汰
被
成
下
三
襟
仕
度
、

　
此
段
前
以
奉
懇
願
趨
候
以
上
、

　
　
正
月
二
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
樂
頭

　
　
　
舞
事
御
中

勿
っ
て
朝
廷
に
於
て
は
、
右
の
上
書
に
附
塾
し
「
其
方
謡

言
ノ
趣
意
頃
旦
話
藩
ヨ
フ
献
臼
藁
筆
昧
ト
致
相
撃
候
間
御

　
　
　
第
六
巻
　
　
　
研
「
　
究
　
　
　
版
画
州
奉
避
始
末
の
研
究
（
下
）

．
沙
汰
無
之
候
事
し
ご
指
倉
し
た
の
で
あ
る
。
之
に
号
し
朝

廷
の
姫
路
藩
に
封
ず
る
露
置
は
大
に
疑
ふ
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
殆
ん
ざ
其
意
業
を
解
す
る
に
苦
し
む
ご
云
ふ
説
が

あ
る
○
こ
の
事
に
就
き
て
序
手
に
一
言
し
て
置
き
た
い
ご

思
ふ
。
前
に
引
用
し
た
三
上
博
士
の
「
版
籍
奉
還
に
關
す

る
一
問
題
」
の
中
に
朝
廷
の
姫
路
藩
に
糊
す
る
慮
濫
は
俗

言
で
い
っ
て
見
れ
ば
、
姫
路
藩
は
踏
付
け
に
さ
れ
た
こ
い

っ
て
も
格
別
過
言
で
は
あ
る
ま
い
ざ
思
は
る
、
程
で
あ
る

姫
路
藩
の
建
自
ご
薩
長
士
遺
髪
藩
の
版
籍
奉
還
の
上
表
ご

何
慮
が
違
ふ
か
ご
詮
索
し
て
見
る
ε
、
詰
9
四
藩
の
は
版

籍
を
朝
廷
へ
差
上
げ
ま
せ
う
ご
云
ひ
、
姫
路
藩
の
は
朝
廷

へ
御
引
上
げ
下
さ
い
ご
云
ふ
の
で
、
帰
順
嚇
命
の
相
違
に

違
ぎ
な
い
の
で
す
。
尤
も
當
時
姫
路
藩
の
建
自
に
沙
汰
の

無
か
っ
た
事
情
に
就
い
て
は
、
委
し
い
事
は
知
ら
な
い
が
．

今
口
の
政
蕪
間
の
事
情
や
、
政
府
ご
野
馳
こ
の
間
柄
の
形

勢
な
ご
を
見
て
、
當
時
を
推
測
す
る
ご
、
随
分
邪
推
も
起

り
蕪
ね
な
い
。
た
と
へ
ば
姫
路
藩
か
ら
出
た
竪
臼
書
の
趣

　
　
　
　
　
　
　
第
一
二
號
　
　
　
　
一
眼
七
　
　
（
三
九
一
）

甲



　
　
　
第
六
巻
　
　
研
　
究
　
　
版
籍
奉
還
始
末
の
研
究
（
下
）

旨
は
成
程
尤
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
姫
路
藩
は
一
旦
朝
敵

の
恣
に
な
っ
て
、
開
城
署
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
有
力

な
る
大
藩
か
ら
見
れ
ば
、
何
を
小
療
な
、
論
罪
の
小
藩
の

癖
に
、
天
下
の
事
は
我
々
の
大
藩
あ
る
の
み
こ
い
ふ
や
う

な
も
の
で
は
無
か
っ
た
ら
う
か
ご
、
後
世
に
は
推
測
す
る

も
の
が
あ
る
に
相
蓮
な
い
Q
併
し
當
時
の
政
堺
の
事
情
に

通
す
る
翼
々
に
聞
け
ば
、
左
榛
の
推
測
は
政
書
屋
根
性
で

あ
る
。
御
維
新
當
時
の
公
明
正
大
な
る
人
士
に
は
さ
ら
さ

ら
そ
ん
な
意
昧
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
ビ
異
口
写
薔
に
言

は
れ
る
。
然
ら
ば
姫
路
藩
の
建
言
に
何
故
沙
汰
せ
ら
れ
な

か
っ
た
か
ε
い
ふ
意
味
は
全
く
分
ら
な
く
な
り
ま
す
ご
い

ふ
意
味
を
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
又
吉
田
束
伍
博
士
の
著
「
倒

叙
配
本
史
」
の
r
甲
に
も
、
政
府
は
當
初
姫
路
藩
の
建
議
を

以
て
暴
論
ご
な
し
或
は
過
越
ご
な
し
た
り
ざ
い
ふ
意
昧
に

書
か
れ
て
あ
っ
た
や
う
に
記
憶
し
て
居
る
。
其
他
爾
博
士

ご
同
様
の
霜
風
に
書
い
た
も
の
が
、
其
後
紗
か
ら
す
あ
る

や
う
で
あ
る
。
此
等
は
姫
路
藩
の
建
議
な
る
も
の
に
凹
い

　
　
　
　
　
　
循
擢
　
一
二
號
　
　
　
　
山
ハ
入
　
　
（
三
九
二
）

て
、
今
少
し
く
精
細
に
不
昧
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
決
し
て

斯
く
の
如
き
疑
念
の
生
す
る
筈
は
な
い
ご
思
ふ
。

既
に
前
に
述
べ
た
る
如
く
、
姫
路
藩
の
建
議
は
第
一
同

第
二
属
共
に
自
藩
の
政
樺
領
土
を
暴
げ
て
奉
還
せ
ん
ε
い

ふ
の
で
は
な
い
。
又
藍
玉
の
土
地
島
民
を
朝
廷
に
御
引
上

を
謂
ふ
ご
い
ふ
の
で
も
な
い
。
御
維
新
の
折
柄
皇
國
は
一

構
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
、
故
に
藩
の
名
繕
を
改
め
て
都
べ

て
府
瓢
懸
を
同
一
蹴
四
に
せ
ら
れ
た
い
こ
い
ふ
抽
象
的
音
脚
見
に

艶
ぎ
な
い
。
薩
長
土
肥
四
藩
が
各
其
版
籍
を
暴
げ
て
之
を

朝
廷
に
上
る
こ
い
ふ
具
膿
的
の
意
見
ご
は
全
く
異
な
る
黙

に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
澱
Q
三
上
博
士
は
四
馬
の
上
表
は
版

籍
を
朝
廷
へ
差
上
げ
ま
せ
う
ご
云
ひ
、
姫
路
藩
の
建
臼
は

朝
廷
へ
御
引
上
げ
下
さ
い
ご
云
ふ
僻
心
の
相
違
い
に
過
ぎ

な
い
ご
説
明
せ
ら
れ
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
軍
に
差
上
げ
る

引
上
げ
る
の
僻
…
令
の
相
違
ご
の
み
見
る
こ
ご
は
出
來
な
い

若
し
姫
路
藩
が
こ
の
時
夕
嵐
の
版
籍
を
暴
げ
て
朝
見
へ
御

引
上
を
願
ひ
た
い
、
・
し
云
ふ
上
表
な
ら
ば
、
博
士
の
解
騨
も



誠
に
密
議
で
あ
る
が
、
根
本
に
於
て
異
つ
居
る
抽
象
的
意

見
こ
盗
心
的
意
見
こ
は
混
同
す
べ
き
で
な
い
。

　
姫
路
藩
の
建
議
の
如
く
、
府
藩
縣
の
三
治
は
一
致
し
難

き
事
情
あ
る
を
以
て
す
べ
て
藩
を
改
め
て
府
縣
制
ど
な
す

こ
ご
は
誠
に
愚
な
意
見
で
あ
る
が
、
當
時
政
府
に
於
て
は

夙
に
其
必
要
を
認
め
て
居
た
の
で
あ
る
。
姫
路
藩
の
建
議

を
倹
っ
て
始
め
て
其
必
要
を
戚
得
し
た
の
で
は
な
い
。
濁

b
政
府
の
み
な
ら
す
天
下
の
識
者
は
皆
同
意
見
で
あ
っ
た

ら
う
ご
思
ふ
。
歴
覧
版
籍
奉
還
廃
藩
概
縣
は
維
新
藍
革
の

大
勢
に
伸
ふ
自
然
の
意
趣
で
あ
る
。
只
言
を
如
何
に
し
て

實
現
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
木
戸
等
の
苦
3
5
焦
慮
も

之
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q
而
し
て
木
戸
が
薩
長
爾
藩

相
提
携
し
て
此
問
題
を
解
決
せ
ん
ご
欲
し
、
之
を
大
久
保

に
諮
り
大
久
保
の
快
諾
を
得
て
其
劃
策
大
に
進
捗
し
つ
、

あ
る
際
、
姫
路
藩
最
初
の
建
議
は
朝
廷
に
差
出
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
而
か
も
其
建
議
た
る
や
何
等
具
騰
的
の
意
見
で

な
い
。
之
に
謝
し
て
政
府
は
其
可
否
を
指
倉
す
べ
き
限
り

　
　
　
第
六
谷
　
　
研
　
究
　
　
版
鐙
奉
澱
始
末
の
研
究
（
下
）

で
な
い
が
、
突
如
ε
し
て
姫
路
藩
が
右
の
建
議
を
差
出
し

た
理
歯
拝
其
趣
旨
が
判
然
し
な
い
や
う
に
思
は
る
、
黙
が

な
い
の
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
念
の
爲
に
、
樹
ほ
一
暦
詳

細
に
其
趣
意
を
書
出
す
べ
し
ε
指
令
し
た
の
で
あ
乃
。
然

る
に
第
二
同
の
建
議
な
る
も
の
も
第
一
同
ε
全
く
同
趣
旨

で
あ
っ
て
、
精
之
を
詳
細
に
し
π
に
過
ぎ
滋
。
何
等
具
膿

的
意
見
を
認
む
る
黙
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
今
般
御
維
新
之

廉
を
以
て
、
一
旦
土
地
御
引
上
に
相
成
、
改
心
御
預
け
ε

申
沙
汰
に
相
成
、
藩
之
名
盤
御
改
に
て
府
縣
ご
被
成
」
ご

云
っ
た
ビ
こ
ろ
で
、
先
づ
姫
路
藩
の
土
地
を
御
引
上
げ
に

な
っ
て
左
言
成
さ
れ
た
い
ご
云
ふ
意
見
で
な
い
。
各
藩
の

・
土
地
を
一
旦
御
引
上
げ
に
な
っ
て
府
縣
ご
同
一
軌
に
な
さ

る
れ
ば
自
然
中
興
の
偉
業
も
途
げ
さ
せ
ら
る
、
を
得
ん
ご

云
ふ
抽
象
論
で
あ
る
。
政
府
に
於
も
は
斯
る
建
議
に
署
し

て
兎
角
の
指
令
を
な
し
得
べ
き
性
質
の
も
の
で
居
い
。
之
・

に
脅
し
て
政
府
が
何
等
の
衰
廃
を
下
さ
な
か
っ
た
こ
ど
は

誠
に
其
當
を
得
て
居
る
。
吾
人
は
却
っ
て
こ
の
政
府
の
露

　
　
　
　
　
　
第
一
二
號
　
　
　
　
山
ハ
九
　
　
（
三
九
三
）



　
　
　
慨
翔
山
ハ
榔
毬
　
　
　
研
　

究
　
　
　
版
鱗
湘
奉
濃
引
跡
小
の
研
究
（
下
）

置
を
疑
ふ
入
々
の
意
饗
を
解
す
る
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
戯

殊
に
姫
路
藩
が
第
二
同
の
建
議
を
朝
廷
に
差
扇
た
十
二
月

差
於
て
は
既
に
薩
長
二
号
の
版
籍
奉
還
の
墜
下
は
劃
定
ま

っ
た
時
で
、
最
早
抽
象
的
意
見
を
論
議
す
る
時
代
で
な
く

具
磯
的
實
行
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
姫
路

藩
が
抽
象
的
意
見
を
繰
返
し
て
居
る
聞
に
、
愈
薩
長
土
肥

煙
霧
の
版
籍
奉
還
ε
な
う
、
思
い
で
又
四
壁
に
徴
っ
て
版

辮
奉
還
を
な
す
諸
藩
が
相
踵
ぐ
有
楼
こ
な
つ
π
o
是
に
於

て
姫
路
藩
は
稽
狼
狽
の
膿
で
先
頃
來
我
藩
の
意
見
ご
同
標

の
建
言
を
な
す
藩
々
も
あ
る
や
う
な
れ
ご
此
等
の
建
言
を

．
御
採
用
に
な
る
な
ら
ば
我
藩
に
も
同
機
の
御
沙
汰
を
蒙
り

た
い
ご
云
ふ
詰
問
書
の
や
う
な
懇
願
書
の
や
う
な
暖
華
華

…
徹
底
な
る
上
書
を
な
す
に
至
っ
た
の
は
寧
ろ
姫
路
藩
の
爲

に
惜
む
べ
き
事
で
．
あ
る
。
勿
っ
て
政
府
に
於
て
は
其
藩
の

建
言
の
趣
意
ご
頃
日
諸
藩
よ
b
の
建
臼
の
意
昧
ご
は
相
訂

せ
る
を
以
て
御
沙
汰
こ
れ
な
し
ご
拒
絶
し
た
の
で
あ
み
。

是
れ
至
當
の
虚
麗
で
あ
る
。
「
吏
談
會
速
記
録
」
第
百
五
十

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
〇
　
（
三
九
四
）

九
輯
の
「
姫
路
藩
版
籍
奉
還
卒
先
建
議
之
顛
末
し
、
の
中
に
も

「
焉
ン
ゾ
圖
ラ
ン
曇
キ
ニ
版
籍
奉
還
ノ
趣
旨
吊
出
デ
、
、
而

シ
テ
列
甜
溢
上
表
ノ
出
忍
ト
一
止
三
符
A
顎
セ
ル
建
仁
ロ
ノ
、
却
ッ
テ

ソ
ノ
意
昧
相
違
セ
ソ
ト
ノ
指
導
ヲ
受
ン
ト
ハ
」
ご
憤
概
せ

ら
れ
て
居
る
が
、
之
は
憤
慨
す
る
方
が
誤
っ
て
居
る
の
で

あ
る
∩
薩
長
土
肥
の
四
藩
は
勿
論
其
後
版
籍
奉
還
の
上
表

を
な
せ
る
列
藩
は
何
れ
も
自
切
藩
の
封
土
を
畢
げ
て
奉
還
す

る
意
を
明
に
し
て
居
る
。
姫
路
藩
の
建
議
の
如
き
抽
象
的

意
見
に
止
ま
る
も
の
ビ
正
に
符
合
す
る
ビ
見
る
こ
ご
は
出

馬
ぬ
。
根
本
的
相
違
の
あ
る
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
さ

れ
ば
其
後
姫
路
藩
に
於
て
二
年
二
月
十
五
口
踏
め
て
叉
上

表
を
朝
廷
に
差
出
し
自
書
の
版
籍
を
暴
け
て
奉
還
せ
ん
こ

ご
を
請
ふ
に
及
び
、
朝
廷
に
於
て
は
直
に
之
を
嘉
納
せ
ら

れ
、
薩
長
土
肥
四
藩
ざ
同
様
の
指
命
を
下
さ
れ
淀
。
之
を

以
て
も
政
府
の
庭
麗
の
公
明
正
大
な
こ
ご
は
分
る
の
で
あ

る
。
若
し
假
り
に
姫
路
藩
が
第
一
同
或
は
第
二
回
の
建
議

に
於
て
、
自
藩
の
封
土
を
畢
げ
て
奉
還
し
、
又
は
朝
廷
へ



御
引
上
げ
を
請
ひ
し
な
ら
ば
、
朝
廷
に
於
て
も
之
に
号
し

て
指
令
せ
澱
わ
け
に
は
行
か
濾
。
必
ず
何
等
か
の
指
倉
を

下
し
た
に
唱
導
な
い
。
或
は
伊
藤
の
意
見
書
の
如
く
、
速

に
之
を
嘉
納
し
、
藩
侯
を
厚
遇
し
て
天
下
の
耳
自
を
一
新

す
る
の
暴
に
繊
で
た
か
も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
零
時
一
方

に
は
薩
長
二
藩
の
版
籍
奉
還
の
計
劃
が
進
捗
し
つ
、
あ
っ

π
時
代
だ
け
に
政
府
が
如
何
な
る
傾
心
に
出
で
た
か
は
鯨

程
興
味
あ
る
問
題
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
っ
却
々
一
右
の

や
う
な
具
小
的
建
議
を
も
政
府
が
握
潰
に
し
て
何
等
の
指

令
を
下
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
政
府
の
慮
麗
は

如
何
な
る
非
難
を
蔓
け
て
も
、
如
何
な
る
邪
「
推
を
せ
ら
れ

て
も
、
辮
解
の
僻
は
な
い
の
で
あ
る
。
萩
野
博
士
の
著
「
王

政
復
古
の
歴
吏
」
の
中
に
姫
路
藩
の
如
き
維
新
の
政
獲
に

何
等
の
功
績
も
な
い
奮
幕
府
の
譜
代
大
名
を
し
て
版
籍
奉

還
の
唱
首
た
ら
し
む
る
を
好
ま
す
、
元
畜
…
た
る
薩
長
の
大

藩
が
之
を
圭
志
し
て
追
録
す
る
を
以
て
最
善
の
方
法
だ
信

じ
た
爲
で
あ
ら
う
ど
云
ふ
や
う
な
解
騨
も
始
め
て
首
肯
さ

　
　
　
第
六
巻
　
　
研
　
究
　
　
腋
籍
奉
澱
始
末
の
研
究
（
下
）
・

る
、
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
Q
加
之
な
ら
す
娩
路
藩
の
建

議
は
そ
の
結
果
の
如
何
に
拘
は
ら
す
、
天
下
に
卒
帯
し
て

版
籍
を
奉
還
せ
る
功
績
は
千
古
没
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が

あ
っ
た
の
て
あ
る
。
然
る
に
姫
路
藩
が
此
墨
に
出
で
な
か

っ
た
事
は
返
す
ぐ
も
遺
憾
ご
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。

　
元
來
姫
路
藩
は
持
に
徳
川
家
ご
の
因
縁
淺
か
ら
ざ
る
譜

代
大
名
で
あ
る
。
慶
磨
三
年
二
月
藩
主
酒
井
忠
績
が
大
老

職
を
罷
め
る
に
及
ん
で
、
養
嗣
子
忠
淳
が
封
を
…
纏
い
だ
。

而
し
て
忠
淳
は
同
年
十
二
月
晦
日
大
阪
城
中
に
於
て
老
中

の
首
班
に
，
曝
せ
ら
れ
た
が
、
幾
も
な
く
伏
見
鳥
朋
の
開
戦

ご
な
り
、
絡
に
卓
越
軍
慶
喜
に
随
っ
て
江
戸
に
逃
走
し
、

朝
敵
の
位
置
に
立
つ
た
の
で
あ
る
。
之
が
爲
に
明
治
元
年

正
月
十
七
疑
朝
廷
に
於
て
は
備
前
藩
兵
を
し
て
姫
路
城
を

絢
へ
し
む
る
こ
と
、
な
っ
た
。
當
時
姫
路
藩
に
於
て
も
他

の
諸
藩
の
如
く
新
薔
思
想
の
衝
突
内
註
は
免
れ
な
か
っ
た

が
、
器
内
の
春
蚕
蕪
が
再
び
勢
力
を
得
て
、
藩
主
の
不
在

に
拘
は
ら
す
、
養
子
直
之
助
を
奉
じ
て
恭
順
罪
を
待
つ
事

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
一
　
（
三
九
五
）



　
　
　
皿
第
一
ハ
鞭
聯
　
　
獅
『
　
魔
九
　
　
　
贈
凧
籍
毒
臓
海
塘
浬
虚
小
の
研
究
（
下
）
．

と
し
直
に
開
城
し
た
の
で
あ
る
Q
秘
っ
て
朝
廷
に
湿
て
は

同
年
二
月
二
＋
七
口
兵
庫
裁
鋼
所
総
督
東
久
世
蓮
禧
に
命

じ
て
、
姑
く
其
事
務
を
兼
知
せ
し
め
た
。
既
に
し
て
同
年

五
月
五
口
に
至
り
前
藩
主
忠
績
は
江
戸
に
於
て
書
を
大
総

督
府
…
に
上
わ
、
私
家
は
徳
川
家
の
臣
僕
で
あ
る
。
假
倉
主

家
は
多
照
の
御
聖
慮
に
よ
っ
て
其
答
は
震
る
、
ご
も
、
累

世
の
恩
義
を
顧
み
す
主
家
ご
並
刻
比
肩
す
る
こ
ご
は
臣
子

の
分
ご
し
て
怨
ぴ
難
い
。
飽
迄
も
主
家
に
随
噂
し
て
國
恩

に
報
じ
だ
い
ご
患
ふ
。
領
地
は
忠
惇
既
に
天
壌
を
蒙
り
且

御
墾
革
の
折
柄
な
れ
ば
召
上
げ
ら
る
、
は
當
然
の
事
に
て

急
遽
憾
な
し
ご
い
ふ
意
味
を
哀
願
し
た
。
是
れ
順
逆
の
大

簿
に
於
て
誤
っ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
當
時
に
於
て
は
其

衷
情
は
實
に
欄
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
之
ご
略
同
様
な
の

は
上
総
講
西
藩
主
林
忠
崇
が
飽
迄
も
徳
川
繋
属
の
義
を
明

に
せ
ん
が
爲
に
、
版
籍
を
棄
て
、
、
家
臣
数
十
・
名
ご
共
に
游

繋
隊
に
合
し
、
征
討
軍
に
抗
し
た
事
で
あ
る
。
其
陳
情
書

に
言
ふ
所
は
、
全
く
忠
績
ε
其
揆
を
一
に
す
る
も
の
ε
見

　
　
　
　
　
　
第
　
一
二
　
號
　
　
　
　
　
七
一
一
　
（
三
九
六
）

て
差
支
な
い
。
然
る
に
朝
廷
に
於
て
は
姫
路
藩
が
恭
順
謹

愼
を
表
し
た
る
に
秘
し
、
五
月
二
十
騰
、
藩
主
忠
惇
に
蟄

居
を
命
じ
、
直
之
助
忠
邦
に
其
封
を
繊
が
し
む
る
こ
ご
、

し
、
同
蒔
に
軍
資
金
拾
五
萬
爾
の
獄
納
を
命
じ
た
。
ご
こ

ろ
が
姫
路
藩
に
於
て
は
、
江
戸
に
於
て
忠
績
が
哀
願
書
を

大
総
督
府
に
差
出
し
た
事
を
聞
い
て
大
に
驚
き
、
六
月
其

取
消
願
を
暢
廷
へ
差
出
　
し
た
が
、
朝
廷
に
於
て
は
特
ε
忠

績
の
心
底
を
質
し
π
上
で
、
追
っ
て
沙
汰
す
べ
し
ε
の
指

命
で
あ
っ
た
。
捷
し
忠
績
は
遙
々
江
戸
に
鐵
掛
け
て
摩
た

家
老
の
謙
言
も
聴
入
れ
す
、
途
に
松
奉
確
堂
、
田
安
慶
頼

の
執
奏
に
よ
っ
て
、
徳
川
家
領
の
距
民
た
る
を
許
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
姫
路
藩
に
於
て
は
、
右
の
本
領
安
堵
の
恩
命
に
接
し
た

る
後
、
藩
主
並
家
臣
の
入
京
を
講
ひ
て
許
さ
れ
、
京
都
堀

川
二
條
上
川
元
屋
敷
並
大
阪
中
島
な
る
藏
屋
敷
等
も
下
渡

さ
れ
、
同
年
七
月
家
老
河
合
屏
山
が
出
京
朝
命
を
受
く
る

に
及
ん
で
大
に
藩
政
の
改
革
を
行
つ
元
の
で
あ
る
。
屏
山



は
夙
に
勤
王
の
志
厚
く
、
能
く
藩
論
を
制
し
て
順
逆
の
道

を
誤
ら
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
版
籍
奉
還
の
建
議

も
こ
の
群
由
の
主
唱
に
よ
っ
て
呈
出
せ
ら
る
、
に
至
っ
た

こ
ビ
は
疑
ひ
な
い
や
う
で
あ
る
。
乃
ち
「
史
談
會
蓮
記
録
」

の
「
姫
路
藩
版
籍
奉
還
卒
先
建
議
之
顛
末
」
の
中
に
左
の
如

く
書
い
て
あ
る
。

呈
時
二
當
リ
テ
藩
士
武
井
守
正
恰
モ
外
交
方
テ
命
ゼ
ラ
レ
テ
京

　
ニ
ア
リ
群
山
乃
チ
守
正
二
告
グ
テ
日
ク
、
今
や
三
口
三
二
復
シ

　
天
下
漸
…
ク
｝
李
定
二
向
ハ
ン
ト
ス
、
然
リ
ト
號
ド
モ
猴
列
藩
ノ
灘
珀

國
二
割
豫
シ
テ
各
々
兵
馬
，
ノ
樺
ラ
有
ス
ル
ァ
リ
、
斯
ノ
如
ク
ン

バ
酒
肉
何
レ
ノ
目
力
朝
廷
二
項
セ
ン
、
之
ラ
シ
テ
虞
ノ
王
政
復

古
二
致
サ
シ
メ
ン
ニ
ハ
須
ラ
ク
封
建
ノ
制
度
ヲ
解
イ
テ
郡
縣
ノ

組
織
二
復
セ
ヅ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
事
遽
カ
ニ
行
フ
可
カ

ラ
ズ
、
宜
シ
ク
形
勢
チ
見
テ
、
ソ
ノ
時
機
ラ
失
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、

務
メ
テ
報
痘
ラ
怠
ル
コ
ト
勿
レ
ト
、
時
二
藩
士
近
藤
薫
亦
史
生

外
交
掛
㎝
ラ
命
ゼ
ラ
レ
テ
山
尽
二
到
ル
、
　
風
入
乃
チ
瀧
ハ
ニ
北
同
心
シ
テ

列
藩
ノ
動
静
ラ
察
シ
時
機
ラ
観
フ
、
明
治
元
年
十
月
二
十
リ
一
日

一
天
大
目
付
松
崎
霧
卜
京
師
二
條
ノ
藩
邸
二
食
シ
相
謀
ツ
テ
日

　
　
第
六
谷
　
　
研
　
究
　
　
版
籍
二
選
始
末
の
研
究
（
下
）

ク
、
今
や
政
朝
廷
尉
館
シ
、
東
北
亦
李
ラ
グ
、
爾
シ
テ
雄
藩
ノ
マ

タ
覇
ラ
騨
ラ
ン
よ
ル
者
無
キ
が
姶
シ
時
機
至
レ
リ
ト
、
近
藤

薫
ラ
シ
テ
馳
芒
ア
姫
路
二
還
リ
之
ラ
屏
由
二
告
グ
シ
・
、
呼
出

之
ラ
以
テ
藩
主
直
之
助
・
誘
キ
、
夕
空
再
議
ヲ
容
ル
、
塀
爾
師
チ

藩
儒
菅
野
猜
介
二
旨
テ
授
ク
テ
其
建
議
書
ヲ
葺
草
セ
シ
置
土

月
初
旬
藩
圭
・
名
ラ
以
テ
之
ラ
上
ル
・
・
…
一
封
フ
ニ
王
政
復
古

ノ
確
立
ハ
郡
縣
綱
度
ノ
建
設
二
二
キ
、
郡
懸
制
度
ノ
建
設
ハ
諸

桝
候
ノ
｛
溜
牌
鞘
奉
還
二
起
源
セ
ズ
ン
バ
ァ
ラ
ズ
、
駐
一
山
…
則
チ
ョ
ク
ぬ
氷
二

三
ジ
機
ラ
制
シ
以
テ
藩
主
ラ
シ
テ
・
ノ
議
ラ
上
ラ
シ
ム
・
’
レ

ヨ
リ
天
下
ノ
形
勢
一
三
シ
テ
以
ケ
薩
長
土
肥
旧
藩
ノ
上
表
ヲ
促

ス
ご
至
レ
リ
、
東
北
三
三
三
巴
定
ノ
後
二
三
イ
テ
乱
政
家
ノ
朧

三
二
盤
レ
ル
問
題
ハ
三
二
夙
ク
屏
山
二
・
リ
テ
解
決
セ
ラ
レ
タ

ル
ナ
リ
。

回
し
な
が
ら
姫
路
藩
の
建
議
の
爲
に
、
天
下
の
形
勢
が
一

卸
し
て
以
て
薩
長
土
肥
四
蕃
の
上
表
を
促
す
に
至
っ
た
こ

い
ふ
の
は
、
其
當
を
得
だ
見
解
で
な
い
。
四
藩
の
版
籍
奉

還
の
上
表
ご
姫
路
藩
の
建
議
ご
は
全
く
渡
交
渉
で
あ
る
こ

ご
は
以
上
論
じ
た
る
所
に
よ
っ
て
明
自
で
あ
る
。
姫
路
藩

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
三
　
（
三
九
七
）



　
　
　
第
山
ハ
巻
　
　
　
研
門
　
究
　
　
　
伽
羅
白
湯
濃
始
霊
小
の
研
　
究
（
下
）

の
建
議
を
朝
廷
に
差
出
だ
當
時
は
、
既
に
東
北
も
単
手
に

興
し
藩
治
職
制
の
公
布
こ
な
っ
て
各
藩
こ
も
其
藩
政
に
一

，
大
改
革
を
除
儀
な
く
せ
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
て
、
各
藩
の

有
志
中
に
は
こ
の
七
厘
藩
縣
を
同
一
軌
の
制
度
に
す
る
に

如
か
す
ご
論
ず
る
も
の
、
紗
く
な
か
っ
た
こ
ε
は
、
襲
に

引
用
し
π
廣
澤
の
書
翰
の
中
に
も
見
え
て
居
る
通
り
で
あ

る
。
濁
り
姫
路
藩
の
み
に
限
ら
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。

而
か
も
娠
路
藩
が
こ
の
機
を
捉
へ
て
版
籍
奉
還
の
建
議
を

突
如
朝
廷
に
差
出
し
た
所
以
は
何
麩
に
あ
る
か
ご
い
ふ
こ

と
を
考
察
し
て
見
ね
ば
な
ら
濾
。
寄
れ
偶
然
に
も
前
に
述

べ
た
仙
墨
銀
土
眞
田
喜
軍
太
が
、
將
軍
の
大
政
奉
還
の
事

あ
る
に
及
び
、
屡
訳
藩
主
の
上
京
を
促
し
、
此
際
機
を
失

せ
す
速
に
上
京
し
て
版
籍
奉
還
の
建
議
を
な
さ
る
れ
ば
三

百
諸
侯
の
未
だ
言
は
ざ
る
所
で
あ
る
か
ら
機
先
を
制
し
て

天
下
の
議
論
を
歴
す
る
に
足
ら
ん
ご
言
っ
た
こ
同
一
轍
に

出
た
も
の
で
あ
る
。
乃
ち
姫
路
藩
が
本
領
安
堵
の
恩
命
に

浴
し
π
事
は
意
想
外
の
喜
び
で
あ
っ
て
、
此
上
は
猛
々
勤

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
四
　
（
三
九
八
）

王
の
實
を
暴
げ
て
皇
恩
に
報
い
た
い
ビ
い
ふ
動
機
に
出
た

も
の
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
◎
丁
度
長
藩
が
勅
勘
解
除
め
恩
命

に
浴
し
、
其
謝
恩
的
意
味
に
於
て
、
石
豊
は
州
の
占
領
地

を
朝
廷
に
…
獄
納
す
る
上
表
を
差
出
し
た
ご
同
じ
や
う
な
意

習
合
も
含
ま
れ
て
居
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
尤
も
姫
路

藩
の
建
議
は
具
膿
的
の
上
表
で
な
か
っ
た
黙
が
異
な
っ
て

居
る
が
、
其
動
機
は
同
一
で
あ
る
ご
見
て
差
支
な
か
ら
う

か
ご
思
ふ
。（七）

版
籍
奉
還
ざ
郡
縣
制
度

　
二
年
正
月
、
薩
長
土
肥
四
悪
連
署
上
表
の
顛
末
が
江
戸

な
る
木
戸
の
許
に
達
せ
ら
れ
た
の
は
同
月
二
十
九
日
で
あ

っ
た
。
木
戸
は
之
を
聞
い
て
大
に
喜
び
、
早
速
書
を
三
條

岩
倉
爾
卿
の
許
に
寄
せ
て
、
車
駕
再
幸
の
機
に
乗
じ
て
將

に
版
籍
奉
還
の
庭
置
を
な
さ
ん
こ
ご
を
膿
む
る
ε
共
に
、

一
方
に
は
こ
の
際
、
出
來
得
る
だ
け
多
く
の
藩
々
が
版
籍

奉
還
を
奏
請
せ
ん
こ
ご
を
希
望
し
、
諸
藩
の
有
志
ご
會
す



る
毎
に
天
下
の
大
勢
を
論
じ
、
大
義
名
分
を
正
す
の
必
要

な
る
所
…
以
を
拗
説
す
る
に
努
め
た
の
で
あ
る
○
か
く
て
…
幾

も
な
く
二
月
廿
七
瞬
木
戸
は
東
京
を
去
っ
て
三
月
三
日
京

都
に
睡
る
こ
ご
、
な
っ
た
◎

　
台
墨
に
當
っ
て
、
京
都
に
於
て
は
版
籍
奉
還
の
慮
概
問

題
に
軽
し
て
議
論
紛
々
π
る
有
襟
で
、
何
等
一
定
の
方
針

を
立
つ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
つ
π
。
眠
れ
因
襲
久
し
き

に
穿
れ
る
封
建
の
制
度
を
一
朝
に
し
て
磨
滅
し
、
版
籍
を

朝
廷
に
没
聾
す
る
が
如
き
は
誠
に
容
易
な
ら
ざ
る
大
問
題

で
あ
っ
て
、
各
藩
主
從
の
盧
接
利
害
關
係
に
於
て
も
深
甚

な
る
も
の
あ
る
は
言
ふ
迄
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乃

ち
幾
時
に
於
て
は
版
籍
奉
浬
3
8
は
直
に
後
の
康
聯
想
縣
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
諸
藩
の
版
籍
を
朝
廷
に
歩

め
て
郡
縣
制
度
を
實
現
す
る
に
は
未
だ
時
運
の
熟
せ
ざ
る

も
の
、
あ
っ
だ
こ
ご
は
孚
ふ
べ
か
ら
ざ
る
薄
樺
で
あ
る
。

殊
に
版
籍
奉
還
の
主
動
者
た
る
薩
長
士
肥
の
四
藩
に
於
て

・
も
薫
製
概
問
題
に
は
議
論
濤
［
々
た
る
有
権
臨
で
あ
っ
て
、
四

　
　
　
第
山
ハ
春
　
　
　
研
一
　
究
　
　
　
版
伸
細
節
・
聯
羅
始
山
木
の
研
究
（
下
）

藩
の
上
表
文
に
就
い
て
見
る
も
、
版
籍
奉
還
即
ち
玉
響
置

縣
の
實
行
を
期
す
る
の
趣
意
で
な
か
っ
た
こ
ε
は
明
か
で

あ
る
。
こ
の
四
藩
の
上
表
丈
は
木
戸
の
草
案
に
成
ワ
た
ご

云
ふ
こ
ご
で
あ
る
が
、
大
義
名
分
を
墓
礎
ご
し
て
版
籍
を

奉
還
す
る
こ
い
ふ
如
何
に
も
堂
々
た
る
文
章
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
奉
還
せ
る
版
籍
の
墨
筆
に
捜
し
て
は
「
願
く
ば

朝
廷
其
宜
に
製
し
、
其
與
ふ
べ
き
は
之
を
與
へ
黒
雲
ふ
べ

き
は
之
を
奪
ひ
、
凡
列
藩
の
封
土
更
に
宜
し
く
詔
命
を
下

し
、
之
を
改
め
定
む
べ
し
」
ご
あ
っ
て
、
急
激
に
藩
を
朝

し
縣
を
置
く
が
如
き
考
を
有
し
て
居
な
か
っ
た
黙
に
留
意

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
嚢
に
三
鷹
三
年
十
二
月
尾
藩
主
徳

川
樹
蜂
が
朝
廷
へ
建
議
せ
る
文
中
「
諸
侯
一
般
残
ら
す
領

土
を
返
上
し
、
笹
下
卒
業
悉
く
皆
王
土
の
聖
裁
こ
な
b
た

る
上
や
新
に
朝
廷
よ
り
新
地
を
割
き
て
陰
陰
を
定
め
ら
る

れ
ば
黒
化
維
新
の
境
が
剣
然
ε
相
立
つ
べ
き
御
虚
分
な

り
し
ご
い
へ
る
ビ
何
等
懸
隔
す
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
。

叉
姫
路
藩
の
版
籍
奉
還
建
議
の
中
に
「
今
般
御
維
新
之
廉

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
五
　
（
三
九
九
）



　
　
　
第
⊥
ハ
巻
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
隔
旗
籍
三
輪
」
始
燈
小
の
研
「
究
（
下
）

を
以
、
　
｛
旦
土
地
御
引
上
げ
に
相
成
、
改
て
御
預
け
ご
串

御
沙
汰
に
相
成
、
藩
の
名
論
御
改
に
て
府
縣
ご
被
成
云

々
」
ご
あ
る
の
も
全
く
同
意
味
で
あ
る
。
其
他
薩
長
土
肥

零
墨
に
難
い
で
版
籍
奉
還
の
上
表
を
な
せ
る
百
数
十
藩
に

就
い
て
見
る
も
、
大
多
数
は
四
藩
に
徴
っ
て
版
籍
を
奉
還

す
る
ご
云
ふ
に
止
ま
っ
て
、
鳳
こ
し
て
塵
出
職
縣
の
具
瞠

的
意
見
を
有
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乃
ち
彼

等
が
版
籍
の
肉
置
は
朝
廷
に
…
任
す
る
こ
い
ふ
鼠
ハ
意
は
假

倉
ひ
版
籍
は
奉
還
し
て
も
、
必
ず
や
朝
廷
よ
り
改
め
て
本

領
安
堵
の
指
命
に
接
す
る
も
の
こ
思
惟
し
て
居
π
や
う
で

あ
る
。
謹
書
亜
覇
府
よ
り
輿
へ
ら
れ
た
判
物
が
、
直
傭
按
繍
脚
廷

よ
り
輿
へ
ら
る
、
形
式
に
墾
は
る
に
懸
ぎ
な
い
も
の
ε
信

じ
た
の
が
一
般
の
思
想
で
あ
っ
た
。

　
肌
然
る
に
轡
田
時
兵
庫
一
髪
’
知
事
た
る
柵
レ
藤
は
配
置
氣
鈴
脚
に
任

せ
て
盛
に
急
激
な
る
郡
縣
論
を
唱
へ
、
各
藩
に
倉
し
て
悉

く
版
籍
を
奉
還
せ
し
め
、
そ
の
藩
主
は
公
卿
ご
隅
珂
こ
し

て
貴
族
ご
坐
し
、
欧
米
各
國
の
議
院
制
度
に
傲
ひ
、
奮
藩

　
　
　
　
　
　
第
三
前
脳
　
　
　
　
七
山
ハ
　
（
四
〇
〇
）

主
は
上
院
の
員
に
備
へ
、
叉
僖
藩
臣
は
各
其
適
所
に
任
用

す
べ
し
な
ご
ε
論
ず
る
勢
で
あ
っ
た
か
ら
、
何
時
し
か
京

阪
問
に
「
兵
庫
論
」
な
る
新
流
行
語
を
生
す
る
に
至
っ
た
ざ

い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
随
っ
て
版
籍
奉
還
に
反
醤
な
る
同
藩

士
等
の
反
戚
は
盤
猛
烈
ご
な
り
、
彼
は
朝
廷
あ
る
を
知
っ

て
毛
利
家
あ
る
を
知
ら
ざ
る
不
忠
臣
な
う
ざ
罵
b
、
途
に

は
昇
藤
に
危
害
を
加
へ
ん
こ
す
る
も
の
さ
へ
出
つ
る
有
様

ε
な
っ
た
。
是
に
於
て
木
戸
廣
澤
等
は
大
に
之
を
憂
慮
し

三
條
岩
倉
卿
も
亦
伊
藤
を
種
々
慰
漏
せ
ら
る
、
所
め
り
、

姑
ら
く
伊
藤
を
し
て
危
難
を
避
け
し
む
る
よ
b
外
な
し
ご

て
、
二
年
三
月
十
入
臼
尻
を
以
て
御
用
有
之
束
下
煮
付
こ

い
ふ
命
を
掛
藤
に
達
す
る
こ
ε
、
な
つ
だ
。
次
い
で
同
年

四
月
十
日
依
願
兵
庫
縣
知
事
の
職
を
免
じ
た
の
で
め
る
。

併
し
な
が
ら
當
時
研
藤
を
し
て
全
く
論
題
を
去
ら
し
む
る

こ
ご
は
｛
畢
椿
…
許
さ
や
る
も
の
が
あ
っ
た
が
爲
に
、
同
月
十

二
日
更
に
徴
士
兵
庫
繰
判
事
に
任
じ
た
。
そ
の
僻
合
に
「
願

之
趣
難
被
聞
食
届
候
へ
共
倒
蝕
儀
次
第
モ
有
之
．
兵
庫
縣



知
事
秀
麗
候
、
然
ル
所
何
分
要
港
ノ
儀
二
付
更
二
判
事
被

仰
付
候
、
其
知
事
久
我
維
磨
ヲ
輔
翼
シ
勉
樋
勤
仕
候
模
御

沙
汰
候
宣
し
ご
あ
る
の
は
當
に
如
上
の
清
息
を
語
る
も
の

で
あ
る
。

　
要
す
る
に
版
籍
奉
還
は
時
運
の
趨
勢
に
驕
ら
れ
、
大
義

名
分
の
一
語
に
は
何
人
も
公
然
反
逸
す
る
の
理
由
な
く
深

く
藩
制
の
將
來
な
ざ
を
顧
み
る
に
暇
あ
ら
す
し
て
、
諸
藩

競
ふ
が
如
く
翁
然
ご
し
て
上
表
を
朝
廷
に
差
出
し
た
の
で

あ
る
が
、
而
か
も
衷
心
こ
の
奉
還
に
は
反
鋤
ご
不
安
ご
の

念
慮
を
抱
い
て
居
た
も
の
は
砂
な
く
な
か
っ
た
樺
…
で
あ
る

是
れ
濁
り
長
藩
の
み
な
ら
す
、
薩
土
肥
其
他
の
諸
藩
皆
然

り
ご
e
ふ
有
樺
…
で
あ
っ
て
、
殊
に
薩
藩
の
如
き
は
島
津
久

光
が
強
硬
な
る
大
反
聾
者
で
あ
っ
π
が
爲
め
、
大
久
保
等

は
非
常
に
困
迫
し
た
の
は
有
名
な
る
話
で
あ
る
。
又
當
時

西
郷
隆
盛
が
藤
鼎
溜
の
羅
四
癒
に
隠
退
せ
る
に
及
び
種
々
な
る

流
言
浄
説
を
生
じ
、
諸
藩
の
不
落
反
封
の
徒
は
之
に
乗
じ

て
政
府
の
施
政
を
攻
署
し
中
に
は
官
吏
ご
氣
脈
を
通
じ

　
　
　
殖
ザ
八
一
谷
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
艦
齢
一
二
コ
灘
始
鵡
木
の
研
…
究
（
下
）

て
、
飽
迄
も
政
府
の
開
國
新
取
的
政
策
に
反
抗
せ
す
ん
ば

已
ま
す
ご
い
ふ
寡
勢
を
示
し
、
動
こ
も
す
れ
ば
暴
爆
に
出

で
か
ね
ま
じ
き
有
標
で
め
っ
た
。
是
に
於
て
三
條
岩
倉
爾

卿
等
は
深
く
之
を
憂
ひ
、
将
に
車
駕
再
幸
の
上
、
公
議
輿

論
に
よ
り
て
國
是
を
議
定
せ
ん
ご
す
る
に
當
っ
て
も
、
豫

じ
め
政
府
の
基
礎
を
定
め
て
置
く
必
要
が
め
る
。
そ
れ
に

は
維
新
の
中
堅
π
る
薩
長
爾
藩
主
及
西
郷
を
起
し
て
廟
議

に
預
か
ら
し
め
、
以
て
天
下
の
信
を
厚
く
す
る
が
よ
い
こ

し
て
、
之
を
大
久
保
木
戸
等
に
語
り
、
途
に
勅
使
を
薩
長

二
色
に
派
遣
せ
ら
る
、
こ
ご
、
な
っ
た
）
位
し
な
が
ら
勅

使
派
遣
の
結
果
も
予
期
の
成
果
を
肢
む
る
に
至
ら
す
、
又

東
京
に
於
け
る
百
官
諸
侯
の
會
議
に
於
て
も
、
將
た
公
議

輿
論
の
諮
論
に
於
て
も
、
こ
の
版
籍
奉
還
の
笹
蟹
問
題
は

議
論
紛
々
ご
し
て
容
易
に
鰭
着
し
さ
う
に
な
か
っ
た
が
、

漸
く
岩
倉
卿
の
折
衷
説
に
よ
っ
て
知
藩
事
の
設
麗
ご
な
り

「
當
分
の
内
は
從
前
の
領
地
を
守
護
せ
し
め
、
封
建
の
姿
に

郡
縣
の
意
を
寓
す
べ
し
」
こ
い
ふ
こ
ご
に
な
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
七
　
（
四
〇
一
）



第
山
ハ
巻
　
　
　
研
噂
　
究
　
　
　
惜
門
田
卯
史
の
僚
冗
四
（
一
）

る
。
省
ほ
此
等
の
顛
末
内
情
に
就
い
て
詳
説
す
べ
き
で
あ

る
が
、
除
り
亡
長
文
に
渉
り
誌
面
を
ふ
さ
ぐ
を
以
て
一
先

第
三
鱗

七
八
　
（
四
〇
二
）

づ
蕪
に
筆
を
燗
く
こ
ご
を
す
る
。

世
界
史
　
の
　
使
命

（一

j

φ

元
東
京
帝
國
大
士
轡
師

　
　
　
　
　
　
ド
ク
ト
ル

伯
林
大
學
講
師

　
　
ル
ー
ド
井
ヒ
・
リ
ー
－
ス
　
原
薯
胴

交
學
博
士
　
坂

交
學
士
　
安

藤
口

俊

雄昂

共
課

羅
者
い
ふ
。
太
篇
は
リ
ー
ス
博
士
の
近
著
、
『
世
界
史
』
第
触
雀

の
緒
論
を
形
作
く
る
2
｛
磐
げ
。
号
門
芝
⑦
蒜
。
・
，
。
図
一
包
、
陸
③
ミ
題
す
る
一

章
の
難
文
で
あ
る
。
こ
の
章
＋
二
僚
に
分
れ
、
原
書
の
巻
首
四
十

七
頁
を
占
む
。
本
號
牧
録
す
る
庭
は
そ
の
前
約
三
分
の
｝
に
相

’
遍
し
、
残
部
は
爾
ほ
次
號
以
ド
に
績
為
す
べ
し
。
原
著
に
は
殆
ん

鴨
ご
本
文
一
こ
同
一
分
量
の
頗
る
用
意
醐
到
な
る
備
考
が
添
へ
ら
れ

て
相
倹
ち
て
讃
者
の
啓
嚢
に
資
す
る
所
あ
る
も
、
課
者
の
業
の

ま
だ
こ
・
に
及
び
得
な
い
の
は
煮
擦
で
あ
る
。
然
れ
さ
も
謬
文

は
銀
嶺
る
だ
け
原
文
原
意
に
丁
丁
に
、

し
に
理
解
し
う
る
や
う
に
努
め
た
か
ら
、

者
も
、
吾
が
史
芦
品
、
こ
因
算
崩
か
ら
ざ
る
老
史
家
か
ら
宛
が
ら

上
掲
の
重
要
閥
題
に
顕
す
る
所
論
が
親
し
く
講
述
さ
る
、
を
傾

銘
す
る
の
感
あ
ら
ん
こ
ミ
を
。
若
し
そ
れ
原
著
全
面
に
つ
き
て

は
本
構
別
に
所
載
に
か
・
る
共
課
者
の
一
人
の
品
隙
に
旙
目
さ

τ
こ
　
、
O

轟
4
ナ
L
v

面
も
原
書
ミ
の
封
照
な

　
庶
幾
く
ば
本
篇
の
護


